
特許権取得までのおもな流れ

出願日から1年6カ月

出願日から3年以内

 審査請求から2～3年

出願日から20年

維持年金納付 無効審判

特許権消滅
（存続期間満了）

登録証の送付 特許登録証交付

特許公報の送付 特許公報発行

特許査定（審決）
特許査定のお知らせ

特許料納付

設定登録
（特許権発生）

意見書/手続補正書の作成・提出
拒絶査定（拒絶の理由
が解消しない場合）

拒絶査定のお知らせ

拒絶査定不服審判請求

出願審査請求

実体審査

拒絶理由通知書のお知らせ・
検討・対応

拒絶理由通知書（拒絶
の理由がある場合）

特許出願 方式審査

公開特許公報のお知らせ 出願公開

当事務所 特許庁

特許調査（必要な場合）

出願原稿作成


